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地域“つながる”福祉プラン（米子市地域福祉計画・地域福祉活動計
画）について 
 

１ 計画策定の趣旨 

高齢化や個人のライフスタイルの多様化等に伴い、地域の支え合いの機能が著しく低

下する中で、社会的孤立が生まれ、かつては地域住民同士や親族間の相互扶助の中で解

決されてきた様々な生活課題が、誰にも受け止められることなく、深刻化・複雑化して

支援困難となるケースが問題となっている。 

社会的孤立を防ぎ、誰もが尊厳を保ちながら安心して暮らすことのできる地域社会を

実現するためには、地域の課題解決に向けて、地域に関わる多様な主体が、それぞれに

役割を持ちながら活躍し、協働する持続可能な社会システムの構築が求められるところ

であり、本計画は、そのための地域福祉の基盤づくりと、地域福祉推進のための具体的

実践について計画的に取り組んでいくために策定するものである。 

 

２ 地域福祉計画・地域福祉活動計画について 

⑴ 地域福祉計画 

「地域福祉計画」は、社会福祉法第１０７条及び第１０８条に基づき策定される行

政計画で、「市町村地域福祉計画」と「都道府県地域福祉支援計画」があります。 

「市町村地域福祉計画」（以下「地域福祉計画」といいます。）は、地域福祉推進の

主体である地域住民や住民組織、関係団体等の参加を得て、地域の生活課題を明らか

にするとともに、その解決のために必要となるサービスの内容や量、体制等を検討し、

計画的に整備していくことを目的として策定するものです。 

平成 30 年４月の社会福祉法の一部改正により、地域福祉計画の策定が市町村の努力

義務とされ、さらに、「地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他

の福祉の各分野における共通的な事項」を記載する、福祉分野の「上位計画」として

位置付けられました。 

米子市では、平成１８年度に第１期計画を策定後、平成２１年度に第２期、平成２

４年度に第 3 期、平成２８年度に第４期計画を策定し、地域福祉の推進に取り組んで

きました。 

⑵ 地域福祉活動計画 

「地域福祉活動計画」は、市町村社会福祉協議会が中心となり、住民、地域におい

て社会福祉に関する活動を行う者、社会福祉を目的とする事業（福祉サービス）を経

営する者が相互に協力し、地域福祉の推進を図ることを目的として策定する民間の活

動・行動計画です。行政計画である「地域福祉計画」と理念や内容の一部を共有する

など、相互に連携を図りながら策定されます。 

市社協では、平成８年度に第１次計画を策定した後、平成１３年度に第２次、平成

１８年度に第３次、平成２３年度に第４次、平成２８年度に第５次計画を策定し、住

民、民間団体、市社協の協働による地域福祉実践に取り組んできました。 
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⑶ 一体的な計画策定について 

「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」の両計画は、それぞれがバランスを取り

ながら連携し、地域福祉を推進する上でどちらも欠かすことができない、いわば車の

両輪のような関係といえます。そこで、計画の理念や目的を共有して、施策や活動の

より効率的・効果的な実施を目指して、米子市と市社協が協力して、両計画の一体的

な策定を行います。 

 

３ 計画期間 

令和２年度から令和６年度までの５年間 

 

４ 計画案検討の経過 

⑴ 計画策定委員会（外部委員 15名で構成） 

平成 30 年 7 月 4 日から現在まで 7 回開催 

⑵ 庁内検討会議（庁内 14課で構成。市社協がオブザーバー参加） 

平成 30 年 6 月 29 日から現在まで 6 回開催 

⑶ 社会福祉審議会（外部委員 10名で構成） 

平成 31 年 2 月 4 日と令和元年 11 月 26 日の 2 回開催 

 

５ 計画策定のために行った調査等 

⑴ 地域福祉活動者へのアンケート調査（Ｈ30.9～Ｈ30.11） 

 ○地域福祉活動を実践している住民を対象に、活動の状況や課題について調査 

 ○回答者 1,238 名（自治会長、地区社会福祉協議会長、民生委員、在宅福祉員） 

⑵ 地域懇談会（Ｈ31.2.19～Ｒ1.6.27） 

 ○アンケート調査の結果を踏まえ、市内全 29 公民館において、各地区の生活課題や地

域活動の在り方を考えるワークショップを開催 

 ○参加者 326 名（自治会長、地区社会福祉協議会長、民生委員、在宅福祉員、小学校

PTA 役員、公民館長・公民館職員、地域包括支援センター職員、地域ボランティア） 

⑶ 福祉関連団体等へのインタビュー調査（Ｈ31.3～Ｒ1.6） 

 ○活動や取組の課題、他団体との連携の在り方などについて意見聴取を実施 

 ○参加団体等 24 団体（障がい者等の家族会、サロン・交流の場、児童・子育て支援関

連、高齢者支援関連、生活困窮者支援関連、権利擁護支援関連、相談事業所） 

⑷ 地域福祉ワークショップ（Ｒ1.7.20、21） 

○「未成年の部」、「若者から中間年齢層の部」、「多世代交流の部」を設定し、各年齢

層から参加者を募り、地域懇談会等で明らかになった米子市の課題について意見交

換を行うワークショップを開催 

○参加者延べ 82 名（未成年の部 37 名、若者から中間年齢層の部 17 名、多世代交流の

部 28 名） 

⑸ 地域福祉シンポジウム（Ｒ1.11.5）（約１６０名参加） 

○基調講演及びパネルディスカッションを通じて、地域の支え合いや総合相談支援体

制について、市民に知ってもらい、ともに考えてもらうことを目的に開催 
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６ 他の計画との関係 

本計画は、本市の最上位計画である「米子市まちづくりビジョン」に基づく福祉分野

の上位計画として、高齢者、障がい者、子ども・子育て、その他の各福祉に関し、共通

して取り組むべき事項を定めます。また、その他の様々な分野の行政計画や地域住民主

体で、各地区において策定される「福祉のまちづくりプラン」との連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の個別計画 

米子市健康増進計画 

米子市母子保健計画 

米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画 

 連
携 

各福祉分野の計画 

米子市高齢者保健福祉計画及び 

介護保険事業計画 

米子市障がい者支援プラン 

米子市子ども・子育て支援事業計画 

米子市総合計画 米子がいな創生総合戦略 

 整
合 

 
連携 

米子市自死対策計画 

米子市食育推進計画 

米子市子どもの貧困対策推進計画 

米子市まちづくりビジョン 

など 

 
米子市地域福祉計画 

【米子市】 

米子市地域福祉活動計画 

【市社協】 

福祉のまちづくりプラン 
（地区版地域福祉活動計画） 

統合 

米子市男女共同参画推進計画 

米子市人権施策基本方針・米子

市人権施策推進プラン 

米子市教育振興基本計画 

米子市地域防災計画 

共通して取り組む 

べき事項 
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７ 明らかになった本市の課題 

⑴ 福祉の担い手の確保と育成 

⑵ 多世代・多分野・官民の協働 

⑶ 住民への情報提供、相談支援体制の整備 

⑷ 住民交流・地域福祉活動の拠点の整備 

 

 

８ 計画の理念と目標 

 

⑴ 基本理念 

「ともに生き、ともに輝き、ともにつくる福祉のまち」 

本計画に基づいた様々な地域福祉実践を通じて、地域共生社会の実現を目指すこと

とし、その考え方を基本理念として掲げた。 

 

⑵ 基本目標と基本計画 

【基本理念】           【基本目標】              【基本計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域全体がつながり、 

支え合うまちづくり 

総合的な支援と適切な 

サービス提供の推進 

・地域を支える住民活動・団体活動の促進 

・官民協働・福祉以外の分野との協働 

・地域福祉・住民交流の拠点の整備 

・災害に備えた支え合い体制の構築 

・自死に追い込まれない社会づくり 

・地域課題の発見・共有・協働の仕組みづくり 

・誰もが活躍できる環境の整備 

・総合的な相談支援体制の整備 

・分野横断的な支援・一体的な福祉サービスの提供 

・適切で利用しやすい福祉サービスの提供 

・虐待やＤＶから守るための支援 

・権利擁護の推進 

・心身の健康づくり・健康寿命の延伸 

・居住・就労・移動手段の確保支援 

・地域の人材発掘・育成 

・福祉従事者の確保・育成 

・福祉意識の啓発・福祉教育の推進 

未来へつながる人づくり 

ともに生き、 

ともに輝き、 

ともにつくる 

福祉のまち 
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９ 計画の推進体制 

⑴ 地域課題の把握 

地域の懇談会やワークショップ、支援関係機関のネットワーク会議等の開催を積み重

ねることで、地域の生活課題を明らかにし、課題解決のための地域の支え合いや支援の

在り方を検討する。 

⑵ 庁内検討会議の開催及び福祉分野の各個別計画の検討 

市の関係部署で構成する庁内検討会議を開催し、本計画の取組状況の確認を行うとと

もに、地域の生活課題への対応について分野横断的な検討を行う。また、各福祉分野の

個別計画の検討に際しては、上位計画である本計画との整合を図る。 

⑶ 「米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会」及び「米子市社会福祉審議

会」の開催 

「米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会」を開催し、計画の取組状況や

地域福祉の推進に向けた方向性について評価・検討を行う。また、重要な福祉課題等

について、より深い検討が必要な場合は、「米子市社会福祉審議会」の審議に付す。 

 

 

１０ 今後の予定 

⑴ 計画策定委員会（第８回）の開催（２月下旬） 

パブリックコメントを反映させた計画案の検討 

⑵ 計画完成・公表（3月下旬） 

 


